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ドイツ
消費者問題諮問委員会

▪ 2014年に設立

▪ 独立性と学際性

▪ 9名の構成員

− 学者7名（法学、経済学、
社会学、心理学）

− 消費者団体および事業者団体の
 代表者2名

▪ 任期4年
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役割と任務

▪ 消費者の状況に関する政策監視と調査

▪ 消費者政策を改正する必要性の特定

▪ 影響評価（事前）

▪ 政策措置の評価（事後）

▪ 報告書および政策概要の発行

3



概要

▪電子商取引を通じた輸入の動向と課題

▪ EUにおける既存の規制枠組み

▪ EUにおける最近の取組みー総合的なアプローチに向けて

▪将来の課題ー生成AIと電子商取引
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電子商取引を通じた輸入の動向と課題

▪消費者が直接輸入する商品が急増

▪低価格商品（150ユーロ未満）の流入は、

2023年と比べて2倍、2022年と比べて3倍に増加した

▪低価格貨物の91％は、中国から来ている

▪ TemuとSheinは、EU市場で飛躍的に成長している
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電子商取引を通じた輸入の動向と課題

▪ソーシャルメディアと電子商取引の融合（ソーシャルコマース）

▪インフルエンサーの役割の増大、ライブショッピング

サウスチャイナ・モーニング・ポスト誌
2025年3月28日
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電子商取引を通じた輸入の動向と課題

消費者
保護

持続可能性 公正な
競争

電子商取引の
カーボンフットプリント

事業者にとって
公平な競争の場

製品の安全性と 
消費者の権利
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様々な規制ツールの複雑な相互作用

▪ デジタルサービス法ーオンラインプラットフォームに対するデューデリジェンス

義務

例：「ビジネス顧客を知る」という原則、リスクの評価と軽減

▪ 消費者法ー不公正取引方法指令、消費者権利指令、不公正契約条項指令

▪ 製品安全法ー市場監視規則、一般製品安全規則（2024年12月以降）

例：「責任主体」となる者がEUに存在しなければならないという要件

▪ 持続可能な製品のためのエコデザイン規則ー材料、製造方法、持続可能性の特徴

に関する情報を含むデジタル製品パスポート

EUにおける既存の規制枠組み
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安全で持続可能な電子商取引のための包括的なEUツールボックス

(2025年2月5日)

▪ 関税改正パッケージ

▪ 環境基準の改正

▪ DSAおよび製品安全法のより厳格な執行

▪ EU消費者法の執行に向けた協調行動

▪ 電子商取引の管理を強化するためのデジタルツールの活用

EUにおける最近の取組みー総合的なアプローチに
向けて
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関税改正パッケージ

▪ 150ユーロの関税免除の廃止

▪ EU税関データハブを運営する新しい

EU税関当局

▪ オンラインマーケットプレイスは、

みなし輸入業者となり、関税を徴収する

▪ 輸入業者は、電子商取引商品に対する

新たな取扱手数料を負担する

EUにおける最近の取組みー総合的なアプローチに
向けて

事業者

消費者

オンライン
マーケットプレイス
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Temuに対する協調執行行為

▪ 2024年10月31日ー欧州委員会によるDSA違反の調査

− 以前に停止された悪質業者や不適合な商品の再出現

− 依存性のあるデザイン（ゲームのような特典プログラムを含む）

▪ 2024年11月8日ーCPCネットワークによるEU消費者法違反の共同調査

− 偽の割引、ダークパターン、強制的なゲーミフィケーション、偽のレビュー

▪ 欧州委員会は、消費者保護協調規則（EU）2017/2394（「CPC規則」）の改正案を

2025年後半に提案する予定

− 欧州委員会の執行権限の集中化（？）

EUにおける最近の取組みー総合的なアプローチに
向けて
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さらなる改正の必要性

▪ 現在、DSA31条(3)は、オンラインマーケットプレイスに対し、事業者がプラット

フォーム上で商品を販売することを許可した後、違法商品がないかについてEU 

Safety Gateポータルで「ランダムにチェックするための合理的な努力を行う」

ことのみを義務付けている

➔ 少なくとも高リスクの商品カテゴリーについては、商品の事前チェック

▪ 製造物責任指令（EU）2024/2853の8条（4）に基づき、プラットフォームは、第

三者である事業者が提供する欠陥のある製造物に対する責任を簡単に回避できる

➔ 「みなし輸入業者」概念を製造物責任にも適用

EUにおける最近の取組みー総合的なアプローチに
向けて
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将来の課題ー生成AIと電子商取引

▪ 電子商取引のための新しいアクセス
ポイント

▪ 異なるカスタマージャーニー：ウェ
ブサイトやオンラインマーケットプ
レイスの位置づけが、中心から周辺
へと動く可能性

▪ AI主導の比較購買は、検索コストを
削減し、顧客のロイヤルティを変え
る可能性がある

▪ ウェブサイトは、AIアシスタント向
けにデザインを最適化することで、
これらの課題に対応できるかもしれ
ない
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ニューヨークタイムズ、2025年1月23日

将来の課題ー生成AIと電子商取引

フォーブス、2025年2月6日

+
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AIエージェントの台頭と「エージェントコマース」は、

消費者法の前提に挑戦を投げかけている

▪ 消費者法は、人間中心であり、人間が購入の決定を行うという前提に基づいている

▪ 消費者法の手段は、「アルゴリズム消費者」として機能するAIエージェントにどのよ

うに適応される必要があるのだろうか？

(例：契約締結前の情報提供、ダークパターンに関する準則)

▪ AIエージェントは、行動バイアスの影響を受けにくくなるのだろうか？人間よりも

「合理的」になるのだろうか？「選択エンジン」として人間である消費者をサポート

できるのだろうか？

▪ AIエージェントを操作（例：プロンプトインジェクション）から保護する方法

▪ 人間である消費者をAIエージェントによる操作から保護するには？

将来の課題ー生成AIと電子商取引
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Christoph Busch, Consumer Law for AI Agents 

（German Law Journal 2025に近日掲載予定）

プレプリントはSSRNで入手可能：

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5187056
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